
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
号

　

漁
業
共
済
の
加
入
区
の
設
定
（
平
成
八
年
十
二
月
福
岡
県
告
示
第
二
千
二
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）

第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

　

表
中

か
き
西
八
田
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
西
八
田
漁
業
協
同
組
合
の
区

画
漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

か
き
八
屋
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
八
屋
漁
業
協
同
組
合
の
区
画

漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

か
き
宇
島
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
宇
島
漁
業
協
同
組
合
の
区
画

漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

  

を

か
き
吉
富
加
入
区

吉
富
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域

か
き
養
殖
業

目

次

告

示
（
第
四
百
十
九
号

－

第
四
百
二
十
号
）

○
福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 

（
団
体
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

○
漁
業
共
済
の
加
入
区
の
設
定
の
一
部
変
更 

（
水
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
一

公

告

○
福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱 

（
会

計

課
）
…
…
…
…
…
二

○
政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続 

（
会

計

課
）
…
…
…
…
…
三

○
政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
細
則 
（
会

計

課
）
…
…
…
…
…
六

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
方
法
に
つ
い
て

 

（
会

計

課
）
…
…
…
…
…
八

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正

 

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
九

告

示

福
岡
県
告
示
第
四
百
十
九
号

　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
三
年
五
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
号
）
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福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
（
平
成
八
年
二
月
十
四
日
福
岡
県
公
報
第
千
四
十
一

号
増
刊
①
）
の
一
部
を
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
に
改
正
し
た
の
で
、
改
正
後
の
要
綱
を
公
告
す
る

。
　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

　
　
　

福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱

　

（
目
的
）

第
一
条　

県
の
機
関
が
行
う
調
達
で
あ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
そ
の
他
の
国
際
約
束
の

対
象
と
な
る
調
達
に
関
係
す
る
供
給
者
の
苦
情
に
つ
い
て
、
政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続

（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
知
事
改
正
決
定
）
に
基
づ
き
、
公
平
か
つ
独
立
し
た
立
場
か
ら
検
討

し
、
関
係
調
達
機
関
へ
の
提
案
等
を
行
う
た
め
、
福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

　

（
委
員
会
の
構
成
等
）

第
二
条　

委
員
会
の
定
数
は
五
人
と
す
る
。

２　

委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
地
方
公
共
団
体
の
入
札
・
契
約
制
度
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る

者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
委
嘱
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の

職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
守
秘
義
務
）

第
三
条　

知
事
は
、
委
嘱
の
際
委
員
に
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
誓
約
さ
せ
る
も

の
と
す
る
。

　

（
委
員
長
）

第
四
条　

委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

２　

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
運
営
す
る
。

か
き
椎
田
町
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
椎
田
町
漁
業
協
同
組
合
の
区

画
漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

か
き
西
八
田
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
西
八
田
漁
業
協
同
組
合
の
区

画
漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

か
き
椎
田
町
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
椎
田
町
漁
業
協
同
組
合
の
区

画
漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

か
き
松
江
浦
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
松
江
浦
漁
業
協
同
組
合
の
区

画
漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業　
　

  

に
改
め
る
。

か
き
八
屋
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
八
屋
漁
業
協
同
組
合
の
区
画

漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

か
き
宇
島
加
入
区

豊
築
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域
の
う
ち

旧
宇
島
漁
業
協
同
組
合
の
区
画

漁
業
権
の
水
域

か
き
養
殖
業

か
き
吉
富
加
入
区

吉
富
漁
業
協
同
組
合
が
行
使
す

る
か
き
養
殖
に
係
る
区
画
漁
業

権
の
水
域

か
き
養
殖
業

公

告

公
告
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第
一　

福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会

一　

福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
苦
情
を
文
書
で
受

理
し
、
調
達
機
関
に
よ
る
当
該
苦
情
に
係
る
調
達
の
い
か
な
る
側
面
に
関
し
て
も
事
実
関
係
を
調

査
し
、
調
達
機
関
に
対
す
る
提
案
を
行
う
。

二　

申
し
立
て
ら
れ
た
苦
情
に
関
し
て
利
害
関
係
を
持
つ
と
認
め
ら
れ
る
委
員
は
、
当
該
苦
情
の
検

討
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二　

苦
情
の
申
立
て 

一　

供
給
者
（
調
達
機
関
が
製
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
を
行
っ
た
際
に
当
該
製
品
又
は
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
行
っ
た
者
及
び
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達

に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
そ
の
他
の
国
際
約
束
（
以
下
「
協
定
等
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
反
す
る
形
で
調
達
が
行
わ
れ
た
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
委
員
会
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
苦

情
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

供
給
者
が
、
協
定
等
の
違
反
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
ま
ず
、
当
該
調
達
を
行
っ
た
機
関

と
の
間
で
協
議
を
行
い
、
解
決
を
求
め
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
。 

二　

供
給
者
が
協
定
等
の
違
反
が
あ
る
と
考
え
、
調
達
機
関
に
対
し
協
議
を
行
い
た
い
旨
申
し
出
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
調
達
機
関
は
当
該
供
給
者
と
速
や
か
に
協
議
を
行
い
、
苦
情
を
解
決
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三　

期
間 

一　

本
処
理
手
続
に
お
い
て
、
日
数
の
計
算
は
、
特
に
規
定
の
な
い
限
り
暦
日
に
よ
る
。 

二　

本
処
理
手
続
に
お
い
て
、
作
業
日
と
は
、
県
の
休
日
で
な
い
日
を
い
う
。 

三　

本
処
理
手
続
に
お
い
て
、
期
間
の
初
日
は
算
入
し
な
い
。

四　

本
処
理
手
続
に
お
い
て
、
期
間
の
末
日
が
県
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
期
間
は
そ
の
翌
日
に

満
了
す
る
。

第
四　

参
加
者 

一　

苦
情
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
苦
情
に
係
る
調
達
に
利
害
関
係
を
持
つ
全
て
の
供
給
者

は
、
苦
情
処
理
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

委
員
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
委
員
会
の
開
催
）

第
五
条　

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
す
る
。 

２　

委
員
長
は
委
員
会
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
書
面
に
よ
り
、
会
議
の
日
時
、
場
所
及
び
議

事
を
あ
ら
か
じ
め
委
員
に
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
た
め
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

　

（
会
議
の
議
決
）

第
六
条　

委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

２　

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長

の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

（
議
事
録
）

第
七
条　

委
員
会
に
お
い
て
は
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。 

　

（
委
員
会
の
庶
務
） 

第
八
条　

委
員
会
の
庶
務
は
、
会
計
管
理
局
会
計
課
が
処
理
す
る
。 

　

（
雑
則
） 

第
九
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。 

附
　
則

　

こ
の
要
綱
は
、
平
成
八
年
二
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則

　

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

公
告

　

政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
（
平
成
十
二
年
二
月
九
日
福
岡
県
公
報
第
千
六
百
二
十
四
号

）
の
全
部
を
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
に
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

　
　
　

政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
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の
旨
を
直
ち
に
文
書
で
通
知
す
る
と
と
も
に
、
委
員
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
示
を
行
う
。 

七　

契
約
締
結
又
は
契
約
執
行
の
停
止

１　

委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
、
契
約
締
結
に
至
る
前
の
段
階
で
の
苦
情
申
立
て
に
つ
い
て
は
、

関
係
調
達
機
関
に
対
し
苦
情
処
理
に
係
る
期
間
内
は
契
約
を
締
結
す
べ
き
で
な
い
旨
の
要
請
を

、
申
立
て
後
十
二
作
業
日
以
内
に
速
や
か
に
文
書
で
行
う
。

２　

委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
、
契
約
締
結
後
十
日
以
内
に
行
わ
れ
た
苦
情
申
立
て
に
つ
い
て
は

、
関
係
調
達
機
関
に
対
し
苦
情
処
理
に
係
る
期
間
内
は
契
約
執
行
を
停
止
す
べ
き
で
あ
る
旨
の

要
請
を
速
や
か
に
文
書
で
行
う
。

３　

委
員
会
は
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
契
約
を
締
結
す
べ
き
で
な
い
旨

又
は
契
約
執
行
を
停
止
す
べ
き
で
あ
る
旨
の
要
請
を
関
係
調
達
機
関
に
対
し
て
行
わ
な
い
と
決

定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
理
由
と
と
も
に
直
ち
に
苦
情
申
立
人
に
文
書
で
通
知
す
る
。

４　

関
係
調
達
機
関
は
委
員
会
か
ら
契
約
を
締
結
す
べ
き
で
な
い
旨
又
は
契
約
執
行
を
停
止
す
べ

き
で
あ
る
旨
の
要
請
を
受
け
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
こ
れ
に
従
う
。

５　

４
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
調
達
機
関
の
長
が
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
た
め

、
機
関
と
し
て
委
員
会
の
要
請
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を

理
由
と
と
も
に
直
ち
に
委
員
会
に
文
書
を
も
っ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
員
会
は
、

当
該
通
知
の
あ
っ
た
後
直
ち
に
当
該
文
書
の
写
し
を
苦
情
申
立
人
に
送
付
す
る
。 

６　

５
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
委
員
会
は
、
当
該
理
由
が
認
め
る
に
足
り
る
も
の
か
ど
う

か
を
判
断
し
、
そ
の
結
果
を
直
ち
に
苦
情
申
立
人
及
び
関
係
調
達
機
関
に
文
書
を
も
っ
て
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八　

検
討 

１　

委
員
会
は
、
苦
情
申
立
人
及
び
関
係
調
達
機
関
に
対
し
説
明
、
主
張
、
文
書
の
提
出
等
を
求

め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
苦
情
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。 

２　

関
係
調
達
機
関
は
、
公
共
の
利
益
を
害
し
、
又
は
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
る
お

そ
れ
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
説
明
、
主
張
、
文
書
の
提
出
等
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

委
員
会
は
、
説
明
、
主
張
、
文
書
の
提
出
等
が
、
公
共
の
利
益
を
害
し
、
又
は
公
務
の
遂
行

に
著
し
い
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
調
達
機
関
に
説
明
、
主
張
、
文
書
の
提
示
等
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
そ
の
説
明
、
主
張
、
文
書
等
の
開
示
を
求

二　

苦
情
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
苦
情
に
係
る
調
達
を
行
っ
た
機
関
（
以
下
「
関
係
調
達

機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
苦
情
処
理
手
続
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

苦
情
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
苦
情
に
係
る
調
達
に
利
害
関
係
を
持
つ
供
給
者
で
あ
っ

て
当
該
苦
情
処
理
手
続
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
第
五
の
六
に
定
め
る
公
示
後
五
日
以
内
に

参
加
の
意
思
を
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
供
給
者
で
あ
っ
て
通
知
を
行
っ
た
者

（
以
下
「
参
加
者
」
と
い
う
。
）
は
、
本
処
理
手
続
の
適
用
を
受
け
る
。

四　

三
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
通
知
は
、
い
つ
で
も
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五　

苦
情
の
検
討
の
手
続

一　

供
給
者
は
、
調
達
手
続
の
い
ず
れ
の
段
階
で
あ
っ
て
も
、
協
定
等
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
反
す

る
形
で
調
達
が
行
わ
れ
た
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
苦
情
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
を
知
り
、
又
は

合
理
的
に
知
り
得
た
と
き
か
ら
十
日
以
内
に
、
書
面
に
よ
り
委
員
会
へ
苦
情
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
。
委
員
会
は
、
苦
情
の
申
立
て
の
あ
っ
た
後
直
ち
に
、
そ
の
写
し
を
関
係
調
達
機
関
に

送
付
す
る
。

二　

委
員
会
は
、
苦
情
申
立
て
の
書
類
に
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
苦
情
を
申
し
立
て

た
者
に
対
し
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
不
備
が
軽
微
な
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
は
職
権
で
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三　

委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
、
申
立
て
後
十
作
業
日
以
内
に
苦
情
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
の
各
号

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
理
由
を
付
し
て
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１　

遅
れ
て
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合

２　

協
定
等
と
無
関
係
な
場
合

３　

軽
微
な
、
又
は
無
意
味
な
場
合

４　

供
給
者
か
ら
の
申
立
て
で
な
い
場
合

５　

そ
の
他
委
員
会
に
よ
る
検
討
が
適
当
で
な
い
場
合

四　

関
係
調
達
機
関
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
苦
情
が
却
下
さ
れ
る
べ
き
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
委

員
会
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
理
由
を
付
し
て
却
下
す
べ
き
旨
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

委
員
会
は
、
苦
情
の
申
立
て
が
遅
れ
て
行
わ
れ
て
も
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

は
当
該
申
立
て
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六　

委
員
会
は
、
苦
情
が
正
当
に
申
し
立
て
ら
れ
た
と
認
め
、
申
立
て
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
当

該
苦
情
を
申
し
立
て
た
者
（
以
下
「
苦
情
申
立
人
」
と
い
う
。
）
及
び
関
係
調
達
機
関
に
対
し
そ
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九　

一
に
よ
る
苦
情
申
立
て
は
い
つ
で
も
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

十　

関
係
調
達
機
関
の
報
告
書

１　

関
係
調
達
機
関
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
苦
情
が
委
員
会
に
受
理
さ
れ
た
場
合
、
当
該
苦
情
の

写
し
が
当
該
関
係
調
達
機
関
に
送
付
さ
れ
た
後
十
四
日
以
内
に
、
委
員
会
に
対
し
以
下
の
事
項

を
含
む
苦
情
に
係
る
調
達
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ　

当
該
苦
情
に
係
る
調
達
に
関
連
す
る
仕
様
書
、
そ
の
一
部
を
含
む
入
札
書
類
そ
の
他
の
文

書
ロ　

関
連
す
る
事
実
、
判
明
し
た
事
実
並
び
に
関
係
調
達
機
関
の
行
為
及
び
提
案
を
明
記
し
、

か
つ
、
苦
情
事
項
の
全
て
に
答
え
て
い
る
説
明
文

ハ　

苦
情
を
解
決
す
る
上
で
必
要
と
な
り
得
る
追
加
的
事
項
又
は
情
報 

２　

委
員
会
は
、
１
に
定
め
る
報
告
書
を
受
領
し
た
後
直
ち
に
苦
情
申
立
人
及
び
参
加
者
に
対
し

、
当
該
報
告
書
の
写
し
を
送
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
写
し
を
受
領
し
た
後
七
日
以
内
に
委
員

会
に
意
見
又
は
当
該
報
告
書
に
基
づ
き
苦
情
の
検
討
を
希
望
す
る
旨
の
要
望
を
提
出
す
る
機
会

を
与
え
る
。
委
員
会
は
、
当
該
意
見
又
は
要
望
を
受
領
し
た
後
直
ち
に
そ
の
写
し
を
関
係
調
達

機
関
に
送
付
す
る
。

３　

委
員
会
は
、
調
達
に
利
害
関
係
を
持
つ
者
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
当
該
者
の
営
業

上
の
秘
密
、
製
造
過
程
、
知
的
財
産
、
そ
の
他
当
該
者
が
提
出
し
た
商
業
上
の
秘
密
情
報
を
第

三
者
に
開
示
し
な
い
。

第
六　

検
討
の
結
果
及
び
提
案

一　

委
員
会
は
、
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
後
九
十
日
以
内
（
公
共
事
業
に
係
る
苦
情
申
立
て
に
つ

い
て
は
五
十
日
以
内
）
に
、
検
討
の
結
果
の
報
告
書
を
文
書
で
作
成
す
る
。
委
員
会
は
、
当
該
報

告
書
に
お
い
て
、
検
討
の
結
果
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
と
と
も
に
、
苦
情
の
全
部
又
は
一
部
を
認

め
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
調
達
の
手
続
が
協
定
等
の
規
定
に
反
し
て
行
わ
れ
た

も
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 

二　

委
員
会
は
、
協
定
等
に
定
め
る
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
以
下
の
一

又
は
二
以
上
を
含
む
適
切
な
是
正
策
を
提
案
す
る
た
め
、
報
告
書
と
と
も
に
提
案
書
を
文
書
で
作

成
す
る
。

１　

新
た
に
調
達
手
続
を
行
う
。 

２　

調
達
条
件
は
変
え
ず
、
再
度
調
達
を
行
う
。

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４　

委
員
会
は
、
受
理
し
た
苦
情
に
係
る
調
達
に
関
し
て
裁
判
所
に
対
し
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
訴
え
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
処
理
手
続
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
苦
情
に

つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。

５　

苦
情
申
立
人
、
参
加
者
及
び
関
係
調
達
機
関
は
、
委
員
会
が
検
討
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
る

前
に
、
委
員
会
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６　

苦
情
申
立
人
、
参
加
者
及
び
関
係
調
達
機
関
は
、
弁
護
士
又
は
委
員
会
の
承
認
を
得
た
者
を

代
理
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７　

６
の
承
認
は
、
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

８　

代
理
人
の
権
限
は
、
書
面
を
も
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９　

代
理
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
各
人
が
本
人
を
代
理
す
る
。

10　

苦
情
申
立
人
、
参
加
者
、
関
係
調
達
機
関
及
び
代
理
人
は
、
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
補
佐

人
と
と
も
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

11　

10
の
承
認
は
、
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

12　

苦
情
申
立
人
、
参
加
者
及
び
関
係
調
達
機
関
は
、
当
該
苦
情
の
申
立
て
に
関
し
て
開
催
さ
れ

る
委
員
会
に
お
け
る
互
い
の
陳
述
を
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
傍
聴
が

適
当
で
は
な
い
と
判
断
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

13　

委
員
会
は
、
そ
の
判
断
に
よ
り
、
証
人
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

14　

苦
情
申
立
人
、
参
加
者
及
び
関
係
調
達
機
関
は
、
委
員
会
に
お
い
て
自
ら
が
行
う
意
見
若
し

く
は
報
告
の
陳
述
を
公
開
で
行
う
こ
と
又
は
証
人
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
求
め
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
意

見
若
し
く
は
報
告
の
陳
述
又
は
証
人
の
出
席
は
、
苦
情
申
立
人
、
参
加
者
、
関
係
調
達
機
関
そ

の
他
の
調
達
に
利
害
関
係
を
持
つ
者
の
営
業
上
の
秘
密
、
製
造
過
程
、
知
的
財
産
そ
の
他
当
該

者
に
関
す
る
商
業
上
の
秘
密
情
報
の
保
護
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

15　

委
員
会
は
、
苦
情
申
立
人
若
し
く
は
関
係
調
達
機
関
の
要
請
に
よ
り
、
又
は
委
員
会
自
ら
の

発
意
に
よ
り
、
苦
情
の
内
容
に
つ
い
て
公
聴
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

16　

委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
検
討
の
対
象
と
な
る
調
達
に
関
し
識
見
を
持
つ
技
術
者
等
よ
り

意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
技
術
者
等
は
、
当
該
調
達
に
関
し

て
実
質
的
な
利
害
関
係
を
持
つ
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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日
以
内
に
、
第
五
の
十
に
定
め
る
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
す
る
。
委
員
会
は
、
当
該
報
告
書

を
受
領
し
た
後
直
ち
に
、
苦
情
申
立
人
及
び
参
加
者
に
対
し
、
そ
の
写
し
を
送
付
す
る
と
と
も

に
、
当
該
写
し
を
受
領
し
た
後
五
日
以
内
に
、
委
員
会
に
意
見
又
は
当
該
文
書
に
基
づ
き
事
実

判
断
を
希
望
す
る
旨
の
要
望
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
。
委
員
会
は
、
当
該
意
見
又
は
要
望

を
受
領
し
た
後
直
ち
に
、
そ
の
写
し
を
関
係
調
達
機
関
に
送
付
す
る
。

２　

委
員
会
は
、
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
後
四
十
五
日
以
内
（
公
共
事
業
並
び
に
電
気
通
信
機

器
及
び
医
療
技
術
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
苦
情
申
立
て
に
つ
い
て
は
二

十
五
日
以
内
）
に
、
検
討
の
結
果
の
報
告
書
及
び
提
案
書
を
文
書
で
作
成
す
る
。 

第
八　

苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

　

知
事
は
、
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
を
と
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
定
期

的
に
公
表
す
る
。 

第
九　

調
達
に
係
る
文
書
の
保
存 

　

調
達
機
関
は
、
苦
情
の
処
理
手
続
に
資
す
る
た
め
、
協
定
等
の
対
象
と
な
る
調
達
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
調
達
に
係
る
契
約
の
日
か
ら
三
年
間
（
公
共
事
業
並
び
に
電
気
通
信
機
器
及
び
医
療
技

術
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
五
年
間
）
、
当
該
調
達
に
係
る

文
書
（
電
子
的
手
段
に
よ
る
当
該
調
達
の
実
施
に
関
す
る
履
歴
を
適
切
に
確
認
す
る
た
め
の
デ
ー
タ

を
含
む
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十　

適
用 

一　

協
定
等
に
定
め
る
適
用
基
準
額
の
邦
貨
換
算
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は

特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る

区
分
に
応
じ
総
務
大
臣
の
定
め
る
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二　

本
処
理
手
続
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
以
降
に
申
し
立
て
ら
れ
た
苦
情
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

公
告

　

「
政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
細
則
」
（
平
成
十
二
年
二
月
九
日
福
岡
県
公
報
第
千
六
百

二
十
四
号
）
の
全
部
を
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
に
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
細
則

３　

調
達
を
再
審
査
す
る
。

４　

他
の
供
給
者
を
契
約
締
結
者
と
す
る
。 

５　

契
約
を
破
棄
す
る
。

三　

委
員
会
は
、
検
討
の
結
果
及
び
提
案
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
調
達
手
続
に
お
け
る
瑕
疵
の
程

度
、
全
部
又
は
一
部
の
供
給
者
に
与
え
た
不
利
益
な
影
響
の
程
度
、
協
定
等
の
趣
旨
の
阻
害
の
程

度
、
苦
情
申
立
人
及
び
関
係
調
達
機
関
の
誠
意
、
当
該
調
達
に
係
る
契
約
の
履
行
の
程
度
、
当
該

提
案
が
調
達
機
関
に
与
え
る
負
担
、
当
該
調
達
の
緊
急
性
及
び
関
係
調
達
機
関
の
業
務
に
対
す
る

影
響
等
、
当
該
調
達
に
関
す
る
状
況
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

四　

委
員
が
少
数
意
見
の
公
表
を
求
め
た
場
合
に
は
、
委
員
会
は
少
数
意
見
を
報
告
書
に
付
記
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

五　

委
員
会
は
、
報
告
書
及
び
提
案
書
を
作
成
し
た
後
直
ち
に
苦
情
申
立
人
、
関
係
調
達
機
関
及
び

参
加
者
に
送
付
す
る
。

六　

関
係
調
達
機
関
は
、
原
則
と
し
て
、
関
係
調
達
機
関
自
身
の
決
定
と
し
て
、
正
当
に
申
し
立
て

ら
れ
た
苦
情
に
係
る
委
員
会
の
提
案
に
従
う
も
の
と
す
る
。
関
係
調
達
機
関
は
、
提
案
に
従
わ
な

い
と
の
判
断
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
提
案
書
を
受
領
し
た
後
十
日
以
内
（
公
共
事
業
に
係
る
苦
情

申
立
て
に
つ
い
て
は
六
十
日
以
内
）
に
理
由
を
付
し
て
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

七　

委
員
会
は
、
検
討
の
結
果
及
び
提
案
に
関
す
る
外
部
か
ら
の
照
会
に
応
じ
る
。

八　

委
員
会
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
苦
情
を
検
討
す
る
際
に
当
該
苦
情
に
係
る
調
達
に
関
し
て
法
律

に
違
反
す
る
不
正
又
は
行
為
の
証
拠
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
適
当
な
執
行
当
局
に
よ
る
措
置
を

求
め
る
た
め
、
当
該
執
行
当
局
に
通
報
す
る
。 

第
七　

迅
速
処
理

一　

委
員
会
は
、
苦
情
申
立
人
又
は
関
係
調
達
機
関
か
ら
文
書
で
苦
情
の
迅
速
な
処
理
の
要
請
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
項
に
定
め
る
迅
速
処
理
の
手
続
に
従
っ
て
苦
情
処
理
を
行
う
か
否
か
を
決

定
す
る
。

二　

委
員
会
は
、
迅
速
処
理
の
要
請
を
受
理
し
た
後
直
ち
に
迅
速
処
理
を
適
用
す
る
か
否
か
を
決
定

し
、
苦
情
申
立
人
、
関
係
調
達
機
及
び
参
加
者
に
対
し
、
そ
の
決
定
の
結
果
及
び
そ
の
理
由
を
通

知
す
る
。

三　

迅
速
処
理
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
期
限
及
び
手
続
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１　

関
係
調
達
機
関
は
、
委
員
会
か
ら
迅
速
処
理
が
適
用
さ
れ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
後
六
作
業
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二　

参
加
の
通
知
の
取
下
げ 

イ　

手
続
第
四
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
取
下
げ
は
、
書
面
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ロ　

委
員
会
は
、
手
続
第
四
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
に
対
し

、
遅
滞
な
く
、
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四　

苦
情
の
検
討
の
手
続 

一　

郵
送
に
係
る
苦
情
申
立
て
の
期
限 

　

手
続
第
五
の
一
に
基
づ
く
苦
情
申
立
て
の
書
類
が
郵
便
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

郵
便
物
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
（
そ
の
表
示
が
な
い
場
合
又
は
そ
の
表
示
が
明
瞭

で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
郵
便
物
に
つ
い
て
通
常
要
す
る
郵
送
日
数
を
基
準
と
し
た
と
き
に
そ
の

日
に
相
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
日
）
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

二　

十
作
業
日
の
緩
や
か
な
解
釈

　

手
続
第
五
の
三
に
基
づ
く
苦
情
申
立
て
の
却
下
に
つ
い
て
は
、
十
日
間
で
は
判
断
困
難
な
こ
と

も
あ
り
得
る
の
で
、
申
立
て
後
「
十
作
業
日
」
以
内
に
却
下
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
個
別

事
情
に
応
じ
あ
く
ま
で
例
外
的
措
置
と
し
て
「
申
立
て
後
十
作
業
日
」
を
超
え
た
場
合
も
却
下
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

三　

誤
っ
た
教
示
を
し
た
場
合
の
救
済 

　

関
係
調
達
機
関
又
は
福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
が
誤
っ
て
所
定
の
期
間
よ
り
も
長
い

期
間
を
苦
情
申
立
期
間
と
し
て
教
示
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
教
示
さ
れ
た
期
間
内
に
苦
情
申

立
て
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
苦
情
は
、
所
定
の
苦
情
申
立
期
間
に
申
し
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み

な
す
。 

四　

苦
情
申
立
て
を
受
理
し
た
場
合
の
公
示
方
法 

　

手
続
第
五
の
六
の
規
定
に
基
づ
く
公
示
は
、
「
苦
情
申
立
て
を
受
理
し
た
場
合
の
公
示
方
法
に

つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
福
岡
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
委
員
長
改
正
決
定

）
に
よ
り
行
う
。

五　

調
達
機
関
の
定
義 

　

調
達
機
関
と
は
、
産
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
又
は
公
共
事
業
等
の
調
達
を
行
う
機
関
で
あ
っ
て
、
県

の
機
関
（
地
方
自
治
法
に
定
め
る
知
事
、
委
員
会
及
び
そ
の
他
の
機
関
の
内
部
部
局
、
附
属
機
関

並
び
に
支
庁
、
地
方
事
務
所
、
支
所
及
び
出
張
所
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

六　

調
達
機
関
の
長
の
定
義 

第
一　

苦
情
の
申
立
て 

一　

提
供
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
者
の
定
義 

　

「
政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
知
事
改
正
決
定
。

以
下
「
手
続
」
と
い
う
。
）
第
二
の
一
の
「
提
供
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
者
」
と
は
、
調

達
手
続
へ
の
参
加
に
関
心
を
有
し
又
は
有
し
て
い
た
者
で
、
次
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。 

１　

入
札
に
参
加
し
た
者
（
提
供
を
行
っ
た
者
を
除
く
。
） 

イ　

一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
た
者 

ロ　

指
名
競
争
入
札
に
参
加
し
た
者 

ハ　

随
意
契
約
手
続
に
何
ら
か
の
対
応
を
し
た
者 

２　

入
札
に
参
加
す
る
予
定
は
あ
っ
た
が
、
参
加
し
な
か
っ
た
者 

イ　

調
達
手
続
に
違
反
が
あ
っ
た
た
め
入
札
に
参
加
し
な
か
っ
た
者

ロ　

調
達
機
関
が
指
名
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
を
行
っ
た
た
め
、
参
加
で
き
な
か
っ
た
者 

ハ　

入
札
参
加
資
格
手
続
に
お
い
て
参
加
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者 

３　

入
札
手
続
（
随
意
契
約
を
含
む
。
）
に
間
接
的
に
参
加
す
る
者 

二　

協
議
の
終
了 

　

手
続
第
二
の
二
に
基
づ
く
協
議
は
、
供
給
者
、
調
達
機
関
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
書
面
に
よ
る
通

知
を
も
っ
て
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三　

協
議
の
期
間
の
取
扱
い 

　

手
続
第
二
の
二
に
基
づ
く
協
議
終
了
の
結
果
、
苦
情
が
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
協

議
に
要
し
た
期
間
は
苦
情
申
立
期
間
の
進
行
が
停
止
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
期
間
は
苦
情
申
立
期

間
か
ら
除
外
す
る
。

第
二　

期
間

一　

県
の
休
日
の
定
義 

　

県
の
休
日
と
は
、
福
岡
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第

一
条
各
号
に
掲
げ
る
日
を
い
う
。 

第
三　

参
加
者 

一　

参
加
の
意
思
の
通
知 

　

手
続
第
四
の
三
に
基
づ
く
参
加
の
意
思
は
、
参
加
の
趣
旨
及
び
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を

も
っ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第３５９０号 増刊①平成 26 年４月 25 日　金曜日7 福 岡 県 公 報



れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。

第
五　

検
討
の
結
果
及
び
提
案

　

手
続
第
六
の
一
及
び
第
六
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
及
び
提
案
書
の
公
表
方
法
に
つ
い
て
は
、

委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

第
六　

苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表 

　

手
続
第
八
の
規
定
に
基
づ
く
公
表
は
、
「
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公

表
方
法
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
知
事
改
正
決
定
）
に
よ
り
行
う
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

公
告

　

「
政
府
調
達
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
手
続
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
知
事
改
正
決
定
）
第
八

の
規
定
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日
に
「
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
の
公
表
方
法
」
（
平
成
十
二
年
二
月
九
日
福
岡
県
公
報
第
千
六
百
二
十
四
号
）
の
全
部
を
改
正
し
、

そ
の
具
体
的
な
公
表
方
法
を
決
定
し
た
の
で
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

　
　
　

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
方
法
に
つ
い
て

第
一　

公
表
時
期

　

知
事
は
四
半
期
毎
に
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
と
り
ま
と
め
を
行
い
、
直
ち
に
そ
の
概
要

を
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
以
外
の
時
期
に
も
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
二　

公
表
事
項 

一　

政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
へ
申
立
て
が
行
わ
れ
た
苦
情
は
、
本
決
定
に
従
い
、
公
表
す
る
。 

　

二　

公
表
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
項
目
と
す
る
。

１　

苦
情
番
号 

２　

苦
情
申
立
日 

３　

苦
情
申
立
人
（
匿
名
も
可
） 

４　

苦
情
に
係
る
調
達
機
関
名
及
び
調
達
物
品
名
又
は
サ
ー
ビ
ス
名

５　

苦
情
の
概
要 

６　

苦
情
処
理
状
況
の
概
要 

　

調
達
機
関
の
長
と
は
、
知
事
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
等
に
基
づ
き
、
知
事
よ
り
そ
の
所

掌
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
事
務
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
支
出
負
担
行
為

担
当
官
を
調
達
機
関
の
長
と
み
な
す
。 

七　

代
理
人
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
の
方
式
等 

イ　

弁
護
士
で
あ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
明
す
る
手
続
第
五
の
八
の
８
の
書
面
に
は
、
代
理
人
の

所
属
す
る
弁
護
士
会
の
名
称
及
び
代
理
人
の
事
務
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ　

弁
護
士
以
外
の
者
を
代
理
人
と
す
る
こ
と
に
つ
き
手
続
第
五
の
八
の
６
の
承
認
を
求
め
る
場

合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
職
業
、
当
事
者
と
の
関
係
そ
の
他
代
理
人
と
し
て
適
当
で
あ
る
か

否
か
を
知
る
に
足
り
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ　

ロ
の
書
面
に
は
、
代
理
人
の
権
限
を
証
明
す
る
手
続
第
五
の
八
の
８
の
書
面
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

八　

補
佐
人
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
の
方
式 

　

手
続
第
五
の
八
の
10
の
承
認
を
求
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
職
業
、
当
事
者
と
の
関

係
そ
の
他
補
佐
人
と
し
て
適
当
で
あ
る
か
否
か
を
知
る
に
足
り
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九　

利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
定
義 

　

手
続
第
五
の
八
の
16
の
「
当
該
調
達
に
関
し
て
実
質
的
な
利
害
関
係
を
持
つ
者
」
と
は
、
当
該

調
達
過
程
に
技
術
者
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
建
築
士
等
と
し
て
関
与
し
た
者
又
は
苦
情
申
立
人
と
縁

故
関
係
を
含
む
人
事
上
の
つ
な
が
り
の
あ
る
者
を
い
う
。 

十　

苦
情
申
立
て
の
取
下
げ

イ　

手
続
第
五
の
九
の
規
定
に
基
づ
く
取
下
げ
は
、
書
面
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ　

委
員
会
は
、
手
続
第
五
の
九
の
規
定
に
基
づ
く
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
に
対

し
、
遅
滞
な
く
、
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

十
一　

関
係
調
達
機
関
の
報
告
書
の
当
事
者
以
外
へ
の
非
公
開

　

委
員
会
は
、
苦
情
申
立
人
及
び
参
加
者
に
対
し
、
手
続
第
五
の
十
の
１
の
規
定
に
基
づ
く
報
告

書
の
内
容
に
つ
い
て
当
事
者
以
外
に
公
表
し
な
い
よ
う
に
要
請
す
る
。 

十
二　

商
業
上
の
秘
密
情
報
の
定
義

　

手
続
第
五
の
十
の
３
「
商
業
上
の
秘
密
情
報
」
と
は
、
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方

法
、
販
売
方
法
そ
の
他
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
又
は
営
業
上
の
情
報
で
あ
っ
て
公
然
と
知
ら
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７　

そ
の
他
必
要
な
事
項 

選
挙
管
理
委
員
会

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

　

公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
（
昭
和
五
十
三
年
一
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

指
定
し
た
施
設
の
表
う
き
は
市
の
項
中

う
き
は
市
社
会
教
育
集
会
所

〃　
　
　

浮
羽
町
西
隈
上
七
番
地
二

  

を
┘

う
き
は
市
社
会
教
育
集
会
所

〃　
　
　

浮
羽
町
西
隈
上
七
番
地
二

千
年
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

吉
井
町
千
年
二
四
五
番
地
一

吉
井
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

吉
井
町
六
九
九
番
地
一

福
富
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

吉
井
町
福
益
一
六
〇
七
番
地
一

江
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

吉
井
町
新
治
一
〇
六
三
番
地
一

新
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

浮
羽
町
新
川
二
五
一
五
番
地

  

に
改
め
る
。

小
塩
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

浮
羽
町
小
塩
二
五
四
八
番
地
一

妹
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

浮
羽
町
妹
川
二
三
二
九
番
地
五

田
篭
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

浮
羽
町
田
篭
一
一
五
一
番
地
一

山
春
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

浮
羽
町
山
北
七
八
三
番
地

大
石
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

浮
羽
町
古
川
四
七
九
番
地

御
幸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　
　
　

浮
羽
町
朝
田
三
八
九
番
地
三
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